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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出手段で検出された画像を、異常の有無の判定対象となる複数の判定画像に分割する
分割手段と、
　隣り合う判定画像の特徴量が閾値範囲以内の場合、当該隣り合う判定画像を統合可能と
判定する判定手段と、
　前記統合可能と判定された前記隣り合う判定画像を統合する画像統合処理手段と、
　前記統合された判定画像の画素値のばらつきの分布を示す基準情報と、前記判定画像の
画素値のばらつきの分布を示す判定情報と、を取得する取得手段と、
　前記基準情報と前記判定情報とを用いた比較処理により、前記判定画像に異常が含まれ
るか否かを判定する比較処理手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記比較処理手段は、画素値のばらつきの分布に対する微分処理から、前記基準情報の
画素値のばらつきの分布の極大値の数と、前記判定情報の画素値のばらつきの分布の極大
値の数とを取得し、
　前記判定情報から取得した極大値の数が、前記基準情報から取得した極大値の数と一致
する場合、前記判定画像を正常と判定し、
　前記判定情報から取得した極大値の数が、前記基準情報から取得した極大値の数と異な
る場合、前記比較処理手段は前記判定画像に異常が含まれると判定する
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　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記比較処理手段は、
　前記判定情報において閾値以下の画素値を持つ画素数が、前記基準情報において前記閾
値以下の画素値を持つ画素数以下の場合、前記判定画像を正常と判定し、
　前記判定情報において閾値以下の画素値を持つ画素数が、前記基準情報において当該画
素値の閾値以下の画素値を持つ画素数を超える場合、前記判定画像に異常が含まれると判
定する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記比較処理手段は、前記基準情報における画素値のばらつきの分布と前記判定情報に
おける画素値のばらつきの分布との相関を示す係数を取得し、
　前記係数が閾値以上の場合に前記判定画像を正常と判定し、閾値未満の場合に前記判定
画像に異常が含まれると判定する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記検出手段で検出された画像に対してシェーディング補正を行う補正手段を更に備え
、
　前記分割手段は、前記シェーディング補正された補正画像を、異常の有無の判定対象と
なる複数の判定画像に分割することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の
画像処理装置。
【請求項６】
　前記検出手段で検出された画像に対してシェーディング補正を行う補正手段と、
　前記シェーディング補正された画像の画素値の平均値に合わせるように、前記判定画像
の画素値の平均値を補正する平均値シフト処理手段と、
　前記画素値の平均値を補正した前記判定画像を一つの画像に統合する画像統合処理手段
と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記取得手段は、前記基準情報から前記統合された判定画像について、画素値と頻度と
の関係を示す基準ヒストグラムと、前記判定情報から前記判定画像について画素値と頻度
との関係を示す判定画像ヒストグラムと、を作成し、
　前記比較処理手段は、前記基準ヒストグラムと前記判定画像ヒストグラムとを用いた前
記比較処理により、前記判定画像に異常が含まれるか否かを判定することを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記基準ヒストグラムと前記判定画像ヒストグラムとを並べて表示手段に表示する出力
処理手段を更に備えることを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記出力処理手段は、前記比較処理手段の判定結果を前記表示手段に表示することを特
徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記分割手段は、前記検出手段の検出精度に合わせて、分割する判定画像のサイズを変
更することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　放射線を発生する放射線発生手段と、
　前記放射線発生手段で発生した放射線を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された画像を処理する請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画
像処理装置と、
　を有することを特徴とする放射線撮影システム。
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【請求項１２】
　画像処理装置の画像処理方法であって、
　前記画像処理装置の分割手段が、検出手段で検出された画像を、異常の有無の判定対象
となる複数の判定画像に分割する分割工程と、
　前記画像処理装置の判定手段が、隣り合う判定画像の特徴量が閾値範囲以内の場合、当
該隣り合う判定画像を統合可能と判定する判定工程と、
　前記画像処理装置の画像統合処理手段が、前記統合可能と判定された前記隣り合う判定
画像を統合する画像統合処理工程と、
　前記画像処理装置の取得手段が、前記統合された判定画像の画素値のばらつきの分布を
示す基準情報と、前記判定画像の画素値のばらつきの分布を示す判定情報と、を取得する
取得工程と、
　前記画像処理装置の比較処理手段が、前記基準情報と前記判定情報とを用いた比較処理
により、前記判定画像に異常が含まれるか否かを判定する比較処理工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法、放射線撮影システム及びプログラムに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　対象物に対して放射線を照射し、対象物を透過した放射線の強度分布を検出することに
より対象物の放射線画像を取得することができる。放射線画像の取得方法として最も一般
的な方法は、先ず、放射線の照射により蛍光を発する、所謂“蛍光板”（又は、“増感紙
”）と、銀塩フィルムとを組み合わせ、これに対して対象物を介して放射線を照射するも
のである。これにより、蛍光板では、放射線が可視光に変えられ、銀塩フィルム上には対
象物の潜像が形成される。その後、対象物の潜像が形成された銀塩フィルムを化学処理す
ることで、銀塩フィルムでの対象物の可視像（対象物の放射線画像）を得ることができる
。このような放射線画像取得方法にて得られる放射線画像は、アナログ写真であり、画像
診断や検査等に使用される。
【０００３】
　一方、蛍光体として輝尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート（以下、「ＩＰ」と
言う）を使用したコンピューテッドラジオグラフィ装置（以下、「ＣＲ装置」と言う）も
使用され始めている。このＣＲ装置では、放射線の照射によって一次励起されたＩＰに対
して赤色レーザ等の可視光によって二次励起を行なうと輝尽性蛍光と呼ばれる発光が生じ
る。当該発光を光電子増倍管等の光センサで検出することで、画像データ（放射線画像デ
ータ）を取得し、当該画像データに基づいて、写真感光材料やＣＲＴ等に可視像を出力さ
せることができる。ＣＲ装置は、デジタル撮影装置ではあるものの、二次励起による読み
出し、という画像形成プロセスを必要とするため、間接撮影装置と言える。ここで「間接
」と呼んだ理由は、上述した放射線画像をアナログ写真として取得する技術（以下、「ア
ナログ写真技術」と言う）と同様に、取得した撮影画像（放射線画像）を即時に表示する
ことができないためである。
【０００４】
　また、近年においては、微小な光電変換素子やスイッチング素子等からなる画素を格子
状に配列した光電変換手段（ＣＣＤ等の撮像素子）を受像手段として使用して、デジタル
的な放射線画像を取得する装置が開発されている。このような装置は、特許文献３～特許
文献７等に、ＣＣＤ又はアモルファスシリコン２次元撮像素子上に蛍光体を積層した放射
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線撮影装置として開示されている。この装置は、取得した放射線画像を即時に表示するこ
とが可能であるため、直接デジタル撮影装置と言える。
【０００５】
　ここで、間接、或いは直接デジタル撮影装置のアナログ写真技術に対する利点としては
、フィルムレス化、画像処理による取得情報の拡大、及びデータベース化等が挙げられる
。また、直接デジタル撮影装置の間接デジタル撮影装置に対する利点としては、即時性等
が挙げられる。特に、即時性という利点は、放射線撮影して得られた放射線画像を、その
場で瞬時に表示等することができ、例えば、急を要する医療現場においては有効である。
【０００６】
　上述したようなＣＣＤ等の撮像素子を受像手段として使用した直接デジタル撮影装置で
は、撮像素子を構成する各画素のゲインが一定ではない。このため、撮像素子への入力像
に対して均一な出力像を生成するためには、各画素単位のゲイン補正が必要となる。ゲイ
ン補正用の撮影は、キャリブレーションと呼ばれ、ある一定の間隔でユーザが行なうのが
一般的である。具体的には、まず、撮像素子での各画素のゲインのばらつきは、その使用
環境条件等の影響を受けて経時的に変化する。したがって、良好な画質の出力画像を取得
するためには、例えば、撮影装置の起動毎に、そのときの状況に対して適切なキャリブレ
ーションを行なうことが望ましい。
【０００７】
　キャリブレーションでは、先ず、放射線検出器に均一な放射線量を放射し難くなるよう
な物体（以下、「異物」と言う）を除外した状態で、撮像素子での有効撮影領域全面を放
射線で照射する。このときに得られた画像（似下、「ゲイン画像」と言う）を記憶してお
く。そして、被写体を設置して、実際の放射線撮影（臨床撮影）を行なう。これにより得
られた画像（臨床画像）での各画素のゲインのばらつきを、先に記憶しておいたゲイン画
像を用いて補正（以下、「ゲイン補正」と言う）する。ゲイン補正において、ゲイン画像
を撮影する際、放射線量が適切で無い場合や、異物が入った状態で撮影されている場合、
そのゲイン画像でゲイン補正された撮影画像は、適切に補正されない場合が生じ得る。
【０００８】
　特許文献１、２には、ゲイン画像が適正かどうかを判断する技術として適切に撮影され
た過去のゲイン画像と比較することで、ゲイン画像が適正かどうかを判断する技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１-３５１０９１号公報
【特許文献２】特開２０１０-１２１０５号公報
【特許文献３】米国特許第５，４１８，３７７号明細書
【特許文献４】米国特許第５，３９６，０７２号明細書
【特許文献５】米国特許第５，３８１，０１４号明細書
【特許文献６】米国特許第５，１３２，５３９号明細書
【特許文献７】米国特許第４，８１０，８８１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、撮影の際に混入した異物が低い放射線減衰体である場合には、従来技術
ではノイズに埋もれてしまい、異物が入った状態で撮影されているか否かを適切に判別す
ることが難しかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記の課題に鑑み、画像データに含まれるノイズに近い異常を検知すること
ができる画像処理技術の提供を目的とする。
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【００１２】
　上記の目的を達成する本発明の一つの側面に係る画像処理装置は、検出手段で検出され
た画像を、異常の有無の判定対象となる複数の判定画像に分割する分割手段と、
　隣り合う判定画像の特徴量が閾値範囲以内の場合、当該隣り合う判定画像を統合可能と
判定する判定手段と、
　前記統合可能と判定された前記隣り合う判定画像を統合する画像統合処理手段と、
　前記統合された判定画像の画素値のばらつきの分布を示す基準情報と、前記判定画像の
画素値のばらつきの分布を示す判定情報と、を取得する取得手段と、
　前記基準情報と前記判定情報とを用いた比較処理により、前記判定画像に異常が含まれ
るか否かを判定する比較処理手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、画像データに含まれるノイズに近い異常を検知することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】第１実施形態にかかる画像処理装置の構成を説明する図。
【図１Ｂ】第１実施形態にかかる画像処理装置の機能構成を説明する図。
【図２】第１実施形態に係る画像処理の流れを説明する図。
【図３Ａ】第２実施形態に係る画像処理の流れを説明する図。
【図３Ｂ】第２実施形態にかかる画像処理装置の機能構成を説明する図。
【図４】比較処理１を説明する図。
【図５】比較処理２を説明する図。
【図６】平均値シフト処理機能の説明図。
【図７】シェーディング補正の説明図。
【図８】画像統合処理の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実
施形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は、特許請
求の範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定されるわけ
ではない。
【００１６】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の実施形態にかかる画像処理装置３０の構成を説明する図である。放射
線発生部１０は放射線を発生し、放射線検出器２０は放射線発生部１０で発生した放射線
を検出し、画像データを生成する。放射線撮影システムは、放射線発生部１０、放射線検
出器２０および画像処理装置３０を有する。放射線検出器２０は放射線検出器２０を構成
する放射線検出素子で受けた放射線をアナログ電気信号に変換し、このアナログ電気信号
をデジタル信号に変換することにより画像データを生成する。そして、放射線検出器２０
は生成した画像データを接続されている画像処理装置３０に送信する。放射線検出器２０
と画像処理装置３０とは、例えば、有線あるいは無線によるネットワークを介して接続さ
れており、画像処理装置３０はネットワークを介して放射線検出器２０から画像データを
取得することが可能である。
【００１７】
　画像処理装置３０は、内部にデータの送受信等を行う通信部６０（Ｉ／Ｏ部）、画像処
理装置３０の全体的な動作を制御するＣＰＵ７０（制御部）を有する。また、画像処理装
置３０は、ＣＰＵ７０が演算処理で使用するプログラムやデータ等を読み書きするメモリ
８０、画像データ等を記憶、保存する記憶媒体９０を有する。また、画像処理装置３０に
は、画像データや画像データの処理結果等を表示する表示部４０や、ユーザからの操作を
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受け付けるための操作部５０が接続されている。操作部５０からの操作入力に応じで、表
示部４０のユーザーインタフェース（ＵＩ）の表示が切り替えられ、ユーザの操作入力や
ＣＰＵ７０（制御部）からの制御情報は通信部６０（Ｉ／Ｏ部）を介して放射線発生部１
０および放射線検出器２０に送信される。
【００１８】
　キャリブレーションを行う際の画像処理装置３０の動作を次に説明する。操作者が操作
部５０を用いてキャリブレーションを開始するための操作を入力する。この操作入力に応
じて表示部４０はゲイン画像を撮影するためのＵＩの表示モードに切り替え、ＣＰＵ７０
（制御部）は、放射線の照射タイミングを示す制御情報を生成し、通信部６０はＣＰＵ７
０（制御部）で生成された制御情報を放射線発生部１０に送信する。放射線発生部１０は
受信した制御情報の照射タイミングに従い、放射線検出器２０の全ての放射線検出素子（
放射線検出画素）に放射線が照射されるように、放射線を発生させる。放射線を受けた放
射線検出器２０は、各放射線検出素子（放射線検出画素）で受けた放射線をアナログ電気
信号に変換し、アナログ電気信号をデジタル信号に変換した後、画像データとして画像処
理装置３０に送信する。画像処理装置３０は放射線検出器２０から受信した画像データに
ついて、後に説明する異物検知処理（図２）を行い、処理結果を表示部４０に送信する。
表示部４０は画像処理装置３０から受信した処理結果を表示する。
【００１９】
　（異物検知処理）
　本発明の第１実施形態に係る画像処理（異物検知処理）の流れを図２により説明する。
図１Ｂは、異物検知処理を実行する画像処理装置３０の機能構成を示す図である。ステッ
プＳ２０１で、画素値補正処理部１１０は放射線発生部１０の放射線源から放射線検出器
２０の各各放射線検出素子（放射線検出画素）までの距離差によるシェーディング補正を
図７に示すように行う。画素値補正処理部１１０は、補正方法として、２変数２次多項式
(式１)を最小二乗法により近似式を求める。そして、画素値補正処理部１１０は、各放射
線検出画素と近似式の画素値の差分に補正前の画像の画素値の平均値を加算することで補
正を行う(式２)。以降、ステップＳ２０１によって求めた画像を補正画像と呼ぶ。
【００２０】

【数１】

【００２１】
　ここで、ｘ,ｙはそれぞれ画像のｘ軸とｙ軸の座標を示す。Ｖfit(ｘ,ｙ)はｘ,ｙ座標に
おける画素値、a1、a2・・・a5は最小二乗法により求めた各項の係数を示す。
【００２２】

【数２】

【００２３】
　ここで、Ｖc(ｘ,ｙ)はｘ,ｙ座標における補正後の画素値を示す。Ｖo(ｘ,ｙ)はｘ,ｙ座
標における補正前の画素値、-Ｖ-

oは補正前の画像の画素値の平均値を示す。ここで、「-

Ｖ-」の表記は、Ｖの上に-の記号を意味するものとする。
【００２４】
　ステップＳ２０２で、画像分割処理部 １２０は先のステップＳ２０１の画素値補正処
理で求めた補正画像を異常の有無を判定するための複数の領域の画像（判定画像）に分割
する。ここで、画像分割処理部 １２０は固定サイズの領域で補正画像を分割してもよい
し、放射線検出器２０の機械的・電気的な特性に基づく検出精度に応じて分割する判定画
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分解能の放射線検出器２０の場合、画像分割処理部１２０は補正画像を小さい画像サイズ
（第１の画像サイズ）の判定画像に分割する。検出精度の低い低分解能の放射線検出器２
０の場合、画像分割処理部１２０は補正画像を第１の画像サイズよりも大きい画像サイズ
（第２の画像サイズ）の判定画像に分割する。検出精度の低い放射線検出器２０を用いる
場合であっても、分割する領域のサイズを大きくすることで、比較処理に用いる判定画像
内のサンプル数（画素数）を増やすことができ、より安定した統計処理を行うことが可能
になる。
【００２５】
　画像分割処理部 １２０により分割された複数の領域の画像を判定画像群と呼び、判定
画像群の中の１つの領域の画像を、異常の有無の判定対象となる判定画像と呼ぶ。
【００２６】
　画像分割処理部１２０により判定画像に含まれる画素数が少ない場合、後の処理（ステ
ップＳ２０５、Ｓ２０６）で求めるヒストグラムの精度がノイズの影響を強く受ける可能
性がある。このため、ステップＳ２０３（画像統合可否判定処理）により統合可能な判定
画像を判定し、ステップＳ２０４（画像統合処理）によりステップＳ２０３で統合可能と
判定された領域を統合する。
【００２７】
　まず、ステップＳ２０３で、判定処理部１３０は、図８に示すように隣り合う判定画像
において、それぞれの判定画像の特徴量を求め、特徴量が閾値範囲以内の場合、隣り合う
判定画像を統合可能と判定する。一方、特徴量が閾値範囲を超える場合、判定処理部１３
０は統合不可能と判定する。例えば、この判定処理は、隣り合う判定画像同士において、
一方の判定画像の画素値の平均値を特徴量とし、他方の判定画像の画素値の平均値±標準
偏差を閾値範囲とする。このとき、判定処理部１３０は、閾値範囲以内に一方の判定画像
の特徴量が入るか否かにより、隣り合う判定画像同士が統合可能か否かを判定する。
【００２８】
　ステップＳ２０４で、画像統合処理部１４０は 、先のステップＳ２０３の判定処理で
求めた判定結果に従い、統合可能と判断された判定画像同士を統合する。画像統合処理部
１４０により統合された画像群を、以降、判定画像群と呼ぶ。複数の判定画像により構成
される判定画像群は基準ヒストグラムを作成するための基準となる領域（基準領域）であ
り、基準領域の画像の画素サンプル数を増やすことで、精度のよい基準ヒストグラムの作
成が可能になる。
【００２９】
　次に、判定画像群それぞれに対し、基準とするヒストグラム(以降、基準ヒストグラム
と呼ぶ)と判定画像のヒストグラム(以降、判定画像ヒストグラムと呼ぶ)の作成と比較を
行う。
【００３０】
　ステップＳ２０５で、ヒストグラム作成処理部１５０（取得部）は、基準となる領域（
判定画像群）それぞれについて、画素値のばらつきを示す情報（基準情報）を取得する。
そして、ヒストグラム作成処理部１５０（取得部）は、取得した画素値のばらつきを示す
情報（基準情報）を用いて、画素値と頻度との関係を示す、基準となるヒストグラム（以
降、基準ヒストグラムと呼ぶ）を作成する。ヒストグラム作成処理部１５０（取得部）は
判定画像の画素値の平均値と標準偏差から正規分布の確立分布に画素数を積算(式３)する
ことによって基準ヒストグラムを作成する。尚、正規分布の代わりにポアソン分布を用い
てもよい。
【００３１】
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【数３】

【００３２】
　ここで、vは画素値、Ｈs(v)は画素値vのヒストグラムの頻度、Ｎは判定画像の画素数、
σは判定画像の画素値の標準偏差、μは判定画像の画素値の平均値を示す。
【００３３】
　ステップＳ２０６で、ヒストグラム作成処理部１５０は、異常の有無の判定対象となる
判定画像の画素値のばらつきを示す情報（判定情報）を取得する。そして、ヒストグラム
作成処理部１５０は取得した画素値のばらつきを示す情報（判定情報）と上記の(式３)を
用いて、画素値と頻度との関係を示す、判定画像のヒストグラム (以降、判定画像ヒスト
グラムと呼ぶ)を作成する。
【００３４】
　比較処理部１６０は、基準情報と判定情報とを用いた比較処理により、判定画像に異常
が含まれるか否かを判定する。比較処理において、比較処理部１６０は基準ヒストグラム
と判定画像ヒストグラムの比較を行い、判定画像に異常があるか否かを判定する。比較処
理部１６０は、以下に例示する３つの比較処理１、２、３をステップＳ２０７、Ｓ２０９
、Ｓ２１１の処理として実行する。以下の説明では、比較処理１をステップＳ２０７の処
理とし、比較処理２をステップＳ２０９の処理とし、比較処理３をステップＳ２１１の処
理として説明するが、比較処理の実行順は、この例に限定されるものではない。比較処理
１、２、３は順不同でよい。
【００３５】
　（比較処理１）
　ステップＳ２０７で、比較処理部１６０は、基準ヒストグラムの極大値の数と判定画像
ヒストグラムの極大値の数とを比較する。極大値の数が異なっている場合に異常と判定し
、極大値の数が同じ場合に正常と判定する。
【００３６】
　極大値の数を算出する方法として、比較処理部１６０は、例えば、ヒストグラムを移動
平均やガウシアンフィルタ等で平滑化し、１次微分で正の値から負の値が切り替わる回数
を極大値の数として求めることができる。図４（ａ）は、異物のある判定画像ヒストグラ
ムと、正規分布で近似した基準ヒストグラムとを例示し、図４（ｂ）はヒストグラムの微
分した結果を例示している。図４（ａ）のように、判定画像ヒストグラムは、異物によっ
て画素値が低下し、異物の無い領域と異物の有る領域とについて極大値が２つ存在する。
これに対して基準ヒストグラムは判定画像の平均値と標準偏差をもつ場合の正常なヒスト
グラムを示すため、一つの極大値しか持たない。判定画像ヒストグラムと基準ヒストグラ
ムに対し、微分処理を行うと図４（ｂ）のようなグラフが得られる。このグラフの正値か
ら負値に変化する回数をカウントすることで極大値の数を取得できる。図４（ｂ）の場合
、判定画像ヒストグラムには２つの極大値Ｐo1、Ｐo2がある。基準ヒストグラムには１つ
の極大値Ｐｓ1しか無く、極大値の数が異なるため、判定画像に異物があることが分かる
。比較処理部１６０は判定ヒストグラム（判定情報）から取得した極大値の数が、基準ヒ
ストグラム（基準情報）から取得した極大値の数と一致する場合、判定画像を正常と判定
する。一方、基準ヒストグラム（基準情報）から取得した極大値の数と異なる場合、比較
処理部１６０は定画像に異常が含まれると判定する。
【００３７】
　比較処理１のステップＳ２０７において、異常と判定された場合、処理はステップＳ２
０８に進められる。出力処理部１７０は、比較処理１の異常判定結果を出力する（異常出
力処理１）。出力処理部１７０は異常出力処理１として、例えば、図４（ａ）の基準ヒス
トグラム及び判定画像ヒストグラム、図４（ｂ）ヒストグラムの微分結果、極大値の数の
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比較結果を表示するように表示部４０を制御することができる（Ｓ２１４）。また、出力
処理部１７０は、異常出力処理１として、操作者に異常の判定を通知するためのメッセー
ジを表示するように表示部４０を制御することも可能である（Ｓ２１４）。
【００３８】
　比較処理１のステップＳ２０７において、正常と判定された場合、処理はステップＳ２
０９の比較処理２に進められる。
【００３９】
　（比較処理２）
　ステップ２０９で、比較処理部１６０は、判定画像ヒストグラムの画素値の閾値以下の
画素値を持つ画素数が、画素値の閾値以下の画素値を持つ基準ヒストグラムの画素数の総
和を超えた場合に判定画像は異常と判定する。また、比較処理部１６０は判定画像ヒスト
グラムの画素値の閾値以下の画素値を持つ画素数が画素数の閾値以下の場合に正常とする
。
【００４０】
　例えば、比較処理部１６０は画素値の閾値を判定画像から、画素値の平均値と標準偏差
を取得し、取得した平均値と標準偏差から(式４)の計算で画素値の閾値を取得する。
【００４１】
【数４】

【００４２】
　ここで、Ｂvは画素値の閾値、μは判定画像の画素値の平均値、σは判定画像の画素値
の標準偏差、Ａvは係数を示す。尚、係数Ａvは任意の数値でよいが、基準ヒストグラムが
正規分布で近似された場合は２から４程度が望ましい。
【００４３】
　次に、比較処理部１６０は、基準ヒストグラムにおいて、画素値の閾値Ｂv以下である
画素数の総和（画素数の閾値）を(式５)を用いて取得する。
【００４４】
【数５】

【００４５】
　ここで、Ｂpixは画素数の閾値を示し、Ｐsは画素値の閾値Ｂv以下の画素値の基準ヒス
トグラムの総和（画素数）、Ａpixは係数を示す。係数Ａpixとして、例えば、１．０以上
の値を使用することができる。また、係数Ａpixは実装するシステムまたは装置において
、異物の無い場合に取りうる値を統計的に求めて設定することができる。
【００４６】
　図５に示したように、異物のある判定画像ヒストグラムと、基準ヒストグラムとでは、
画素値の閾値Ｂv以下の判定画像ヒストグラムの画素数は、基準ヒストグラムの画素数（
画素数の閾値）を超えている。画素数の閾値を求める係数Ａpixの適切な設定により、判
定画像が異常であるか正常であるかの判別を正確に行うことができる。
【００４７】
　比較処理部１６０は判定ヒストグラム（判定情報）において閾値以下の画素値を持つ画
素数が、基準ヒストグラム（基準情報）において画素値の閾値以下の画素値を持つ画素数
以下の場合、比較処理部１６０は判定画像を正常と判定する。一方、判定ヒストグラムに
おいて閾値以下の画素値を持つ画素数が、基準ヒストグラムにおいて画素値の閾値以下の
画素値を持つ画素数を超えた場合、比較処理部１６０は判定画像に異常が含まれると判定
する。
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【００４８】
　比較処理２のステップＳ２０９において、異常と判定された場合、処理はステップＳ２
１０に進められる。出力処理部１７０は、比較処理２の異常判定結果を出力する（異常出
力処理２）。出力処理部１７０は、例えば、図５のヒストグラム、基準ヒストグラムにお
ける画素数の閾値Ｂpix、判定画像ヒストグラムの画素数の比較結果を表示するように表
示部４０を制御することができる（Ｓ２１４）。また、出力処理部１７０は、異常出力処
理２として、操作者に異常の判定を通知するためのメッセージを表示するように表示部４
０を制御することも可能である（Ｓ２１４）。
【００４９】
　比較処理２のステップＳ２０９において、正常と判定された場合、処理はステップＳ２
１１の比較処理３に進められる。
【００５０】
　（比較処理３）
　ステップＳ２１１で、比較処理部１６０は、基準ヒストグラムと判定画像ヒストグラム
との相関を示す係数（相関係数）を（式６）により取得する。比較処理部１６０は(式６)
で取得した相関係数が閾値以上の場合に判定画像を正常と判定し、閾値未満の場合に判定
画像を異常と判定する。閾値は実装するシステムまたは装置において、異物の無い場合に
取りうる値を統計的に求めて設定することができる。
【００５１】
【数６】

【００５２】
　ここで、Ｃは相関係数、Ｖmax,Ｖminはそれぞれ判定画像の画素値の最大値と最小値、
Ｈｓ(i)は画素値iの基準ヒストグラムの頻度、Ｈo(ｉ)は画素値iの判定画像ヒストグラム
の頻度、μは判定画像の画素値の平均値を示す。（式６）は共分散をそれぞれの標準偏差
で割ったものである。
【００５３】
　比較処理３のステップＳ２１１において、異常と判定された場合、処理はステップＳ２
１２に進められる。出力処理部１７０は、比較処理３の異常判定結果を出力する（異常出
力処理１）。出力処理部１７０は、異常出力処理３として、例えば、相関係数の比較結果
を表示するように表示部４０を制御することができる（Ｓ２１４）。また、出力処理部１
７０は、異常出力処理３として、操作者に異常の判定を通知するためのメッセージを表示
するように表示部４０を制御することも可能である（Ｓ２１４）。
【００５４】
　ステップＳ２０７、Ｓ２０９、Ｓ２１１の比較処理結果１、２、３の実行順は順不同で
あり先の説明の実行順に限定されるものでなはない。比較処理結果１、２、３の実行順が
変わった場合、その比較処理結果に対する異常出力処理１、２、３の実行順も比較処理結
果１、２、３の実行順に合わせて変更される。
【００５５】
　ステップＳ２０７、Ｓ２０９、Ｓ２１１における比較処理１、２、３の全てで正常と判
定された場合、処理はステップＳ２１３に進められる。出力処理部１７０は、比較処理１
、２、３の正常判定の結果を出力する（正常出力処理）。出力処理部１７０は正常出力処
理として、比較処理１、２，３の処理結果として、操作者に正常の判定を通知するための
メッセージを表示するように表示部４０を制御することが可能である。また、通知に対す
る操作者の確認の煩雑さを軽減するために、異常があった場合のみ異常出力処理１、２、
３で通知するようにして、正常と判定された場合は操作者にメッセージを出さないように
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することも可能である。ステップＳ２１４で、出力処理部１７０は表示部４０を制御して
、比較処理１、２、３の比較処理の結果を表示する。本実施形態によれば、画像データに
含まれるノイズに近い画素値を示す異常（異物）を検知することが可能になる。放射線減
衰の低い異物を混入してゲイン画像を撮影してしまっても、適切に異物を検知することが
できる。
【００５６】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態に係る画像処理（異物検知処理）の流れを図３Ａにより説明する
。図２の処理と同様の処理については同一のステップ番号を付し、説明を省略する。また
、図３Ｂは本実施形態の画像処理装置３３の機能構成を示す図であり、第１実施形態の判
定処理部１３０（図１Ｂ）に代わり、平均値シフト処理部１３５を有する点で相違する。
ステップＳ２０１で、画素値補正処理部１１０は第１実施形態と同様に（式１）、（式２
）を用いて画素値の補正を行う。そして、ステップＳ２０２で、画像分割処理部 １２０
は先のステップＳ２０１で求めた補正画像を複数の領域に分割する。
【００５７】
　ステップＳ３０１で、平均値シフト処理部１３５は、（式７）を用いて、図６に示すよ
うに分割前の補正画像の画素値の平均値に合わせるように、それぞれの判定画像の画素値
の平均値を補正（シフト）する。
【００５８】
【数７】

【００５９】
　ここで、ｘ,ｙはそれぞれ画像のＸ軸とＹ軸の座標、Ｖ'cc(ｘ,ｙ)はｘ,ｙ座標の平均値
シフト後の判定画像の画素値を示す。Ｖcc(ｘ,ｙ)はｘ,ｙ座標の判定画像の画素値、μcc

は判定画像の平均画素値、μcは補正画像の平均画素値を示す。
【００６０】
　ステップＳ３０２で、画像統合処理部１４０は 、先のステップＳ３０１の平均値シフ
ト後の判定画像の全てを統合し、一つの画像とする。統計処理として、ヒストグラムの度
数分布や標準偏差等の値を取得する場合、基準となる領域のサンプル数（画素数）は多い
ほうが、より安定した統計値を取得することができる。ステップＳ３０２の処理により、
判定画像の平均値をシフトさせ、判定画像同士の特徴量（画素値の平均値）を等しくして
一つの画像とすることで、基準となる領域のサンプル数（画素数）を増やすことができ、
より安定した統計処理を行うことが可能になる。
【００６１】
　ステップＳ３０２で統合された一つの画像は第１実施形態の判定画像群に対応し、統合
された一つの画像を構成する判定画像は第１実施形態の判定画像に対応する。以降の基準
ヒストグラム作成処理（ステップＳ２０５）から検知結果表示処理（ステップＳ２１４）
までは、第１実施形態と同様である。
【００６２】
　本実施形態によれば、画像データに含まれるノイズに近い画素値を示す異常（異物）を
検知することが可能になる。放射線減衰の低い異物を混入してゲイン画像を撮影してしま
っても、適切に異物を検知することができる。
【００６３】
　　（第３実施形態）
　上記の各実施形態では、比較処理１、２、３を順不同に実行する構成を説明した。比較
処理部１６０の処理の高速化を図るため、比較処理１、２、３のうちのいずれか１つの処
理、または２つの比較処理の組合せ（例えば、比較処理１、２、比較処理１、３、または
比較処理２、３）で比較処理を行うことも可能である。尚、２つの比較処理を組合せて実
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行する場合でも、処理順は順不同である。
【００６４】
　キャリブレーションを行う際、操作部５０からの操作入力に応じで、表示部４０のユー
ザーインタフェース（ＵＩ）の表示が切り替えられる。表示部４０のＵＩには、比較処理
１、２、３のうちのいずれか１つの処理、または２つの比較処理の組合せ、第１および第
２実施形態における３つの比較処理１、２、３の組合せのいずれかにより比較処理を実行
するかを選択するためのメニュー画面が表示される。操作者は、操作部５０からの操作に
より、メニュー画面からいずれかの処理を選択することができる。本実施形態によれば、
処理の高速化を図りつつ、画像データに含まれるノイズに近い画素値を示す異常（異物）
を検知することが可能になる。
【００６５】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ｂ】 【図４】

【図５】
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【図８】
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